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第８章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の方法 

8.1 環境影響評価項目の選定 

対象事業実施区域に係る環境影響評価項目の選定に当たり、「第２章 対象事業の目的及び

内容」を踏まえて環境影響要因を抽出した結果は、表 8.1-1 のとおりです。 

都市計画対象事業に係る環境影響評価は、土地区画整理事業として実施される範囲内を扱う

ものでありますが、表 2.3-1に示した「土地利用計画の基本方針」（P.2-5）より、将来的には

年間1,500万人が訪れることを見込んでいることから、将来の対象事業実施区域への来客者等

による「関係車両の走行」についても抽出しました。 

環境影響評価項目については、配慮書での検討結果を踏まえ、「都市計画主務省令※１第８条

の規定により読み替えて適用される改正主務省令※２第 21 条第１項」に基づき、都市計画対象

事業に伴う影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性を

踏まえて選定しました。 

また、選定に当たっては、「横浜市環境影響評価技術指針」（横浜市 平成 23年６月）（以

下、「市条例指針」といいます。）に示された評価項目も踏まえることとしました。なお、「神

奈川県環境影響評価技術指針」（平成 10 年２月６日環審第 73号）についても、参考としまし

た。 

環境影響評価項目の選定結果は表 8.1-2に示すとおりであり、「大気質」、「騒音」、「振動」、

「水質」、「底質」、「地下水」、「その他の水環境に係る環境要素（湧水の流量及び河川の形態、

流量）」、「地盤」、「土壌」、「動物」、「植物」、「生態系」、「景観」、「人と自然との触れ合いの活

動の場」、「廃棄物等」、「温室効果ガス」、「地域社会」及び「文化財等」を選定しました。 

環境影響評価項目として選定した理由は表 8.1-3に、選定しなかった理由は表 8.1-4 に、そ

れぞれ示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：都市計画主務省令：土地区画整理事業が都市計画に定められる場合における当該土地区画整理事業に係

る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するた

めの指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成10年６月建設省令第22号、令和

元年６月 28日改正） 

※２：改正主務省令：土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価

を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

（平成 10年６月建設省令第13号、平成 25年４月１日改正） 
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表 8.1-1 環境影響要因の抽出 
 

影響要因の区分 抽出の理由 

工事の実施 

雨水の排水 
・工事の実施に伴い、対象事業実施区域及びその周辺の
河川へ雨水の排水を行います。 

造成工事の実施 
・造成工事の実施に伴い、地表（河道を含む。）を改変
します。 

建設機械の稼働 
・工事の実施に伴い、建設機械が対象事業実施区域で稼
働します。 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 

・工事の実施に伴い、資材及び機械の運搬に用いる車両
が、周辺道路を運行します。 

土地又は 

工作物の存在 

及び供用※ 

敷地の存在 

（土地の改変） 
・対象事業実施区域の造成や舗装等による地表面の被覆
により、土地が改変されます。 

構造物の存在 
・都市計画対象事業に係る公共施設による構造物を整備
します。 

関係車両の走行 
・対象事業実施区域内の従業員や来客者などの車両が、
周辺道路を走行します。 

※：観光・賑わい地区や物流地区に建設される上物については、その施設の規模が市条例の規模要件を満たす場

合は、市条例に基づく環境影響評価が実施される予定です。 
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表 8.1-2(1) 環境影響評価項目の選定結果 

注：１．○ ：改正主務省令別表第一で参考項目とされている環境要素（以下、「参考項目」といいます。）の中

から選定した項目 

注：１．◎ ：参考項目ではないが選定した項目（市条例指針に基づく項目を含む。） 

注：１．× ：参考項目であるが、影響が想定されないため、選定しなかった項目 

注：２．網掛けは、参考項目 

※１：参考項目にはないが、「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」

（以下、「基本的事項」といいます。）の別表に掲載されている項目 

※２：参考項目や基本的事項にない項目で、市条例指針に基づく項目  

影響要因の区分 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作物の 

存在及び供用 

雨水 
の 
排水 

造成 
工事 
の 
実施 

建設 
機械 
の 
稼働 

資材及
び機械
の運搬
に用い
る車両
の運行 

敷地の
存在
（土地
の改
変） 

構造物 
の 
存在 

関係 
車両 
の 
走行 

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持 

大気 
環境 

大気質 

二酸化窒素※２   ◎ ◎   ◎ 

浮遊粒子状物質※２   ◎ ◎   ◎ 

粉じん等  
 

○ ○   
 

騒音 騒音   ○ ○   ◎ 

振動 振動   ○ ○   ◎ 

水環境 

水質 
（地下水の水
質を除く。） 

水の濁り ○       

水の汚れ※２ ◎       

底質※１ 公共用水域の底質  ◎      

地下水※１ 地下水の水質     ◎   

その他の水環
境に係る環境
要素 

湧水の流量※２  ◎   ◎   

河川の形態、流量※２
    ◎   

土壌に
係る環
境その
他の環
境 

地形及び 
地質 

重要な地形及び 
地質     ×   

地盤※１ 
地盤の安定性 
（土地の安定性） 

    ◎   

土壌※１ 土壌汚染  ◎      

生物の多
様性の確
保及び自
然環境の
体系的保
全 

動物 
（水生生物を
含む。） 

重要な種及び注目す
べき生息地 

 ◎   ○   

植物 重要な種及び群落  ◎   ○   

生態系 
地域を特徴づける生
態系 

 ◎   ○   
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表 8.1-2(2) 環境影響評価項目の選定結果 

影響要因の区分

環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作物の 

存在及び供用 

雨水 
の 
排水 

造成 
工事 
の 
実施 

建設 
機械 
の 
稼働 

資材及
び機械
の運搬
に用い
る車両
の運行 

敷地の
存在
（土地
の改
変） 

構造物 
の 
存在 

関係 
車両 
の 
走行 

人と自然

との豊か

な触れ合

いの確保 

景観 
主要な眺望点及び
景観資源並びに主
要な眺望景観 

    ○ ○  

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

主要な人と自然と
の触れ合いの活動
の場 

   ◎ ○ ○ ◎ 

環境への

負荷の量

の程度 

廃棄物等 
建設工事に伴う副
産物 

 ○      

温室効果 
ガス※１ 

温室効果ガス   ◎ ◎   ◎ 

その他の

項目 

地域社会※２ 

交通混雑    ◎   ◎ 

歩行者の安全    ◎   ◎ 

文化財等※２ 文化財等  ◎      

注：１．○ ：参考項目の中から選定した項目 

注：１．◎ ：参考項目ではないが選定した項目（市条例指針に基づく項目を含む。） 

注：１．× ：参考項目であるが、影響が想定されないため、選定しなかった項目（表8.1-2(2)には該当なし。） 

注：２．網掛けは、参考項目 

※１：参考項目にはないが、基本的事項の別表に掲載されている項目 

※２：参考項目や基本的事項にない項目で、市条例指針に基づく項目 
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表 8.1-3(1) 環境影響評価項目として選定した理由 

環境要素 影響要因 選定した理由 

大気質 二酸化窒素 

浮遊粒子状物

質 

 

建設機械の稼働 対象事業実施区域周辺には住居等が存在し、本事

業の工事中における建設機械の稼働に伴い発生する

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による影響を及ぼす

可能性があるため、評価項目として選定します。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

工事用車両の主要な運行ルートとして想定される

道路沿道に住居等が存在し、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に伴い発生する二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質による影響を及ぼす可能性があるた

め、評価項目として選定します。 

関係車両の走行 供用時に立地する施設の関係車両の主要な走行ル

ートとして想定される道路沿道に住居等が存在し、

関係車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質による影響を及ぼす可能性があるため、

評価項目として選定します。 

粉じん等 建設機械の稼働 対象事業実施区域周辺には住居等が存在し、本事

業の工事中における建設機械の稼働に伴い発生する

粉じん等による影響を及ぼす可能性があるため、評

価項目として選定します。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

工事用車両の主要な運行ルートとして想定される

道路沿道に住居等が存在し、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に伴い発生する粉じん等による影

響を及ぼす可能性があるため、評価項目として選定

します。 

騒音 騒音 建設機械の稼働 対象事業実施区域周辺には住居等が存在し、建設

機械の稼働に伴い発生する騒音による影響を及ぼす

可能性があることから、評価項目として選定します。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

工事用車両の主要な運行ルートとして想定される

道路沿道に住居等が存在し、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に伴い発生する騒音による影響を

及ぼす可能性があるため、評価項目として選定しま

す。 

関係車両の走行 供用時に立地する施設の関係車両の主要な走行ル

ートとして想定される道路沿道に住居等が存在し、

関係車両の走行に伴い発生する騒音による影響を及

ぼす可能性があるため、評価項目として選定します。 

振動 振動 建設機械の稼働 対象事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機

械の稼働に伴い発生する振動による影響を及ぼす可

能性があることから、評価項目として選定します。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

工事用車両の主要な運行ルートとして想定される

道路沿道に住居等が存在し、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に伴い発生する振動による影響を

及ぼす可能性があるため、評価項目として選定しま

す。 
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表 8.1-3(2) 環境影響評価項目として選定した理由 

環境要素 影響要因 選定した理由 

振動 振動 関係車両の走行 供用時に立地する施設の関係車両の主要な走行ル

ートとして想定される道路沿道に住居等が存在し、

関係車両等の走行に伴い発生する振動による影響を

及ぼす可能性があるため、評価項目として選定しま

す。 

水質 

（地下水の水

質を除く。） 

水の濁り 雨水の排水 

 

本事業の工事中において、公共用水域に雨水排水

等を排出することから、評価項目として選定します。 

水の汚れ 雨水の排水 

 

本事業の工事中において、過去の土地利用によっ

て汚染されているおそれのある土壌と接触した雨水

排水等を排出する可能性があることから、評価項目

として選定します。 

底質 公共用水域の

底質 

造成工事の実施 本事業の造成工事の実施に伴う河川改修等によ

り、水底の底質に影響を及ぼす工事が行われる可能

性があることから、評価項目として選定します。 

地下水 

 

 

地下水の水質 敷地の存在 

（土地の改変） 

 

本事業では、過去の土地利用から対象事業実施区

域内において有害物質が取り扱われていた可能性が

あり、土地の改変により地下水の水質に影響を及ぼ

す可能性があることから、評価項目として選定しま

す。 

その他の水環

境に係る環境

要素 

 

 

湧水の流量 造成工事の実施 造成工事の実施に伴う掘削等により、湧水の流量

の変化が懸念されることから、評価項目として選定

します。 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域及びその周辺には湧水が存在

し、土地の改変並びに舗装等による地表面の被覆化

により、湧水の流量に影響を及ぼす可能性があるこ

とから、評価項目として選定します。 

河川の形態、

流量 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域には河川や水路が存在し、本事

業によりこれらの改修等が行われる場合、河川等の

形態、流量に影響を及ぼす可能性があるため、評価項

目として選定します。 

地盤 地盤の安定性 

（土地の安定

性） 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域内に土砂災害警戒区域が存在す

ることから、土地の改変により地盤の安定性に影響

が及ぶおそれがあり、評価項目として選定します。 

土壌 土壌汚染 造成工事の実施 

 

対象事業実施区域内では、防衛省による調査によ

り汚染土壌の存在が確認されており、造成工事等に

より、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性がある

ことから、評価項目として選定します。 

動物 

（水生生物を

含む。） 

重要な種及び

注目すべき生

息地 

造成工事の実施 

 

 

 

対象事業実施区域には、自然環境が残された地域

が存在し、動物の重要な種が生息している可能性が

あります。造成工事の実施により動物の重要な種及

び注目すべき生息地に影響を及ぼす可能性があるこ

とから、評価項目として選定します。 
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表 8.1-3(3) 環境影響評価項目として選定した理由 

環境要素 影響要因 選定した理由 

動物 

（水生生物を

含む。） 

重要な種及び注

目すべき生息地 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域には、自然環境が残された地域

が存在し、動物の重要な種が生息している可能性が

あります。本事業では、対象事業実施区域内における

土地の改変により、動物の重要な種及び注目すべき

生息地に影響を及ぼす可能性があることから、評価

項目として選定します。 

植物 重要な種及び群

落 

造成工事の実施 対象事業実施区域には、自然環境が残された地域

が存在し、植物の重要な種及び群落が立地している

可能性があります。本事業の造成工事の実施により、

植物の重要な種及び群落に影響を及ぼす可能性があ

ることから、評価項目として選定します。 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域には、自然環境が残された地域

が存在し、植物の重要な種及び群落が立地している

可能性があります。土地の改変により、植物の重要な

種及び群落に影響を及ぼす可能性があることから、

評価項目として選定します。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

造成工事の実施 

 

 

対象事業実施区域には、自然環境が残された地域

が存在し、本事業の造成工事の実施により地域を特

徴づける生態系に影響を及ぼす可能性があることか

ら、評価項目として選定します。 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域には、自然環境が残された地域

が存在し、本事業の土地の改変により、地域を特徴づ

ける生態系に影響を及ぼす可能性があることから、

評価項目として選定します。 

景観 主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域及びその周辺には、主要な眺望

点や景観資源並びに囲繞景観が存在しています。土

地の改変により、周辺地域の景観に影響を及ぼす可

能性があることから、評価項目として選定します。 

構造物の存在 構造物の整備により、周辺地域の景観に影響を及

ぼす可能性があることから、評価項目として選定し

ます。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

敷地の存在 

（土地の改変）、

構造物の存在 

対象事業実施区域及びその周辺には、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場が存在しており、敷地

の存在による縮小・消滅、構造物の存在によるその機

能及び利用への影響を及ぼす可能性があることか

ら、評価項目として選定します。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行、関係車

両の走行 

対象事業実施区域及びその周辺には、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場が存在しており、資材

及び機械の運搬に用いる車両の運行又は関係車両の

走行により、その利用への影響を及ぼす可能性があ

ることから、評価項目として選定します。 
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表 8.1-3(4) 環境影響評価項目として選定した理由 

環境要素 影響要因 選定した理由 

廃棄物等 

 

建設工事に伴

う副産物 

造成工事の実施 現存施設の解体工事及び造成工事の実施に伴い産

業廃棄物等及び建設発生土が発生することから、評

価項目として選定します。 

温室効果ガス 温室効果ガス 建設機械の稼働、

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

本事業の建設機械の稼働及び資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行に伴い、温室効果ガスが発生す

ることから、評価項目として選定します。 

関係車両の走行 関係車両の走行に伴い、温室効果ガスが発生する

ことから、評価項目として選定します。 

地域社会 交通混雑 資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

本事業の工事用車両の運行に伴い、交通混雑が懸

念されること及び主要な運行ルートとして想定され

る道路沿道に住居等が存在することから、評価項目

として選定します。 

関係車両の走行 本事業の供用時に立地する施設に交通が集中する

のに伴い、交通混雑が懸念されること及び主要な走

行ルートとして想定される道路沿道に住居等が存在

することから、評価項目として選定します。 

歩行者の安全 資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

本事業の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

に伴い、歩行者の安全性の低下が懸念されることか

ら、評価項目として選定します。 

関係車両の走行 本事業の供用時における関係車両の走行に伴い、

歩行者の安全性の低下が懸念されることから、評価

項目として選定します。 

文化財等 文化財等 造成工事の実施 

 

 

対象事業実施区域に埋蔵文化財が存在しており、

造成工事の実施に伴い、文化財等に影響を及ぼす可

能性があることから、評価項目として選定します。 

 

表 8.1-4 環境影響評価項目として選定しなかった理由 

環境要素 影響要因 選定しなかった理由 

地形及び地質 重要な地形及

び地質 

敷地の存在 

（土地の改変） 

対象事業実施区域には、特筆すべき重要な地形及

び地質は存在しないことから、評価項目として選定

しません。 

なお、湧水については、「湧水の流量」にて検討し

ます。 

注：本表の環境要素は、参考項目の中で選定しなかった項目について示します。 


